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１ 付託事件 

  認定第1号 平成 27年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

２ 審査月日 

  ９月７日から９日までの３日間、慎重に審査を行った。 

 

３ 審査の結果 

  採決の結果、認定第１号については全会一致をもって認定を可とすべきものと決定 

 した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記記載のとおり相違ない。   第1決算審査特別委員長 木 下 八重子 ○印 
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第１決算審査特別委員会（第１日目） 1 

H28.9.7 (水)10：00～ 2 

第 二 委 員 会 室 3 

開  会 ９：５８ 4 

委員長挨拶 5 

委 員 長 皆さん、おはようございます。ただいまから第１決算審査特別委員会を開催い 6 

たしますが、その前に一言ご挨拶申し上げます。 7 

         私は決算委員長、初めてですけれども、ふなれで皆さんにご迷惑をおかけます 8 

が、ご了承いただいて、皆さんの活発な質疑並びに職員の皆さんの説明をお願 9 

いいたします。 10 

 委員動静報告 11 

委 員 長 ただいまの出席委員数は９名であります。 12 

 本委員会に付託されました事件は、 13 

 認定第１号 平成27年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定について 14 

 の１件となっております。 15 

 事前審査説明 16 

委 員 長 次に、審査の方法について協議いたします。 17 

 まず、日程についてですが、配付されております別紙日程表に基づいて進める 18 

こととし、終了時間については遅くとも午後４時をめどとして取り進めること 19 

としてよろしいですか。 20 

（異議なしの声あり） 21 

委 員 長 異議なしと認めます。 22 

 よって、そのように決定いたします。 23 

 次に、審査の進め方について協議いたします。 24 

 歳出は款別に、歳入は一括して行うものとしますが、消防費、公債費、諸支出 25 

金、職員費、予備費、災害復旧費につきましては、科目数が少なく、関係所管 26 

も限られていることから、一括して審査することとし、討論、採決については 27 

最終日に行うことでよろしいですか。 28 

（異議なしの声あり） 29 

委 員 長 そのように決定いたします。 30 

 なお、意見は討論の際に述べていただくこととなっておりますので、質疑は簡 31 

潔に行っていただき、特に決算以外の質疑は行わないようにご配意願います。 32 

 また、答弁については、部課長に限らず、内容の知り得る方で原則係長職以上 33 

の方が行ってください。なお、氏名、職名等を告げられないで答弁の許可を得 34 

た場合は、所属、職名、氏名を述べてから答弁してください。 35 

 次に、市長に対する総括質疑は審査日程の最終日に予定しておりますが、審査 36 

の過程で特に留保したものに限ることでよろしいですか。 37 

（異議なしの声あり） 38 

委 員 長 そのように決定いたします。 39 

 次に、討論ですが、各会派の代表の方に行ってもらうこととし、その順番は会 40 

派清新、会派みどり、新政会、公明党、日本共産党の順とすることでよろしい 41 

ですか。 42 

（異議なしの声あり） 43 

委 員 長 そのように決定いたします。 44 
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 なお、各会派から出されました討論要旨につきましては、後日事務局で一括整 45 

理し、議員にのみ印刷配付することとなっておりますので、ご了承願います。 46 

 最後に、資料要求の関係でお諮りいたしますが、予定される資料につきまして 47 

はお手元に配付されております。これ以外で資料要求をされる方は、その都度 48 

要求を願い、その必要性を会議に諮り、所管部局の都合を確認した上で決定し 49 

たいと思いますが、これでよろしいですか。 50 

（異議なしの声あり） 51 

委 員 長 そのように決定いたします。 52 

資料要求 53 

委 員 長 まず、冒頭に資料要求をされる方はおりますか。 54 

（なしの声あり） 55 

委 員 長 なしと確認します。 56 

 以上で審査方法についての協議を終了し、早速審査に入りたいと思いますが、 57 

よろしいですか。 58 

（異議なしの声あり） 59 

委 員 長 それでは、日程に従いまして審査を進めます。 60 

 総括 61 

委 員 長 最初に、総括についての説明を求めます。 62 

中島部長 （総括について説明する。） 63 

委 員 長 説明が終わりました。 64 

 これより質疑に入りますが、ここでの質疑は款別にならないように願います。 65 

         質疑ありますか。 66 

（なしの声あり） 67 

委 員 長 なしと認めます。 68 

         以上で総括の質疑を終結いたします。 69 

 それでは、款別の審査に入ります。所管からは、節または細節で50万円以上の 70 

不用額について、また要する経費として予算額があり、執行額がゼロの場合は 71 

不用額の多少にかかわらず説明を受けることでよろしいですか。 72 

（異議なしの声あり） 73 

委 員 長     そのように決定いたします。 74 

 議会費 75 

委 員 長 それでは、議会費の説明を求めます。 76 

竹谷事務局長 （議会費について説明する。） 77 

委 員 長 説明が終わりました。 78 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 79 

（なしの声あり） 80 

委 員 長 ないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 81 

（異議なしの声あり） 82 

委 員 長 そのように決定いたします。 83 

         以上で議会費の質疑を終結いたします。 84 

 総務費 85 

委 員 長 総務費の説明を求めます。 86 

中島部長 （総務部が所管する総務費について説明する。） 87 

舘 部 長 （市民生活部が所管する総務費について説明する。） 88 
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委 員 長 説明が終わりました。 89 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 90 

柴  田     94、95ページ、２款１項１目、役務費の手数料、先ほど健康診断の減によると 91 

いう説明だったのですが、その減の要因についてお伺いします。 92 

須藤係長     ただいまの職員の健康診断の関係ですけれども、平成26年になりますが、予算 93 

積算時におきましては、職員の現員数で予算計上をさせていただいております。 94 

その後、退職される方、そして27年度中にも退職される方プラス、育休、産休 95 

等で健康診断を受けなくても済む方がおりまして、当初設定した予算の額より 96 

も低く抑えることができた、おさまったということであります。 97 

         ただ、実際に受診された方の率でいきますと、本来受けなければいけない方が 98 

515名、対象者数でおりましたけれども、結果的に受診された方が505名という 99 

ことで、受診率が98.1パーセントということになっております。結果として、 100 

受診しなければいけない方はきちんと受診されているという現状であります。 101 

柴  田     例年と比較して、受診率が極端に悪いというようなことはないということで確 102 

認してよろしいですか。 103 

須藤係長     柴田委員がおっしゃるとおり、例年どおりの受診率となっております。 104 

委 員 長     ほかに質疑ありますか。 105 

舘  内 104、105ページ、２款１項７目ですが、広報配付等報償費について、100パーセ 106 

ントの配布を目指されていると思いますが、いろんな地域がございまして、地 107 

域によってはアパート群が多い町内会もあると思います。転入、転出の確認が 108 

できない町内もあったのではないでしょうか。そのような町内会に対してどの 109 

ような指導をされたのか伺います。 110 

     それと、108、109ページですが、２款１項７目、地域住民生活等緊急支援のた 111 

めの交付金事業費で、ＩＣＴ利活用の高度化事業を利用した地元の業者はどう 112 

いう会社か、また教育現場と行政にどういう形で活用されたのか伺います。 113 

澤田課長補佐   広報配付等報償費に関するご質疑についてお答えします。 114 

         転入された方等には、町内会の加入についてお誘いをさせていただいておりま 115 

すけれども、それぞれの町内会で基本的には対応いただいております。市のホ 116 

ームページにも町内会の加入について、勧誘の挨拶状様式などを掲載しており 117 

まして、各町内会では、例えば行事の日程とか、そのようなもの等含めて勧誘 118 

していただいているということで聞いております。 119 

         それから、転入されたときには、市民課の窓口で町内会加入に関するパンフレ 120 

ットも配布しておりますし、広報たきかわでも年２回掲載し、周知に努めてお 121 

ります。 122 

安田係長     ２点目の質疑についてですけれども、まずどういった内容かということにつき 123 

ましては、行政事務や小中学校等の教育現場におきましてはＩＣＴ利活用が一 124 

般的となったことに伴いまして、ＩＣＴに係る運用サポートや保守等が煩雑化、 125 

高度化しておりまして、職員対応が難しくなってきていたことから、委託業務 126 

におきましてサポートを受けたものであります。 127 

         具体的な内容としましては、障害対応としまして、市内小中学校等におけるＩ 128 

ＣＴ障害の問い合わせを受けまして、一時切り分け、それから教育委員会への 129 

対応引き継ぎを行っております。それから、学校ＩＣＴ管理作業としまして、 130 

学校サーバーのバックアップ確認や動作確認、それからウイルス定義ファイル 131 

の更新作業等を行いまして、ふぐあいがあれば一時切り分け等を実施しており 132 
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ます。 133 

         それから、地元業者に関してですけれども、こちらの委託業務につきましては、 134 

平成25年９月１日から契約をしております住民情報システム運用委託業務の業 135 

務内容を見直して契約変更をして進めております。25年９月の業者選定の際に 136 

は、システム運用業務を実施できる市内業者２社によります選定の後、決定を 137 

しております。 138 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 139 

（なしの声あり） 140 

委 員 長 ないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 141 

（異議なしの声あり） 142 

委 員 長 そのように決定いたします。 143 

         以上で総務費の質疑を終結いたします。 144 

         それでは、午後の日程を一部繰り上げたいと思いますが、所管の入れかえのた 145 

め、若干休憩いたします。再開は10時40分といたします。 146 

休  憩 １０：３６ 147 

再  開 １０：４１ 148 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 149 

 消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費、災害復旧費 150 

委 員 長 消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費、災害復旧費を一括して説明を求 151 

めます。 152 

中島部長 （消防費から災害復旧費について説明する。） 153 

委 員 長 説明が終わりました。 154 

 これより一括質疑に入ります。質疑ありますか。 155 

東  元 222ページの職員費に関してお尋ねしたいのですが、超過勤務手当が平成26年度 156 

に比べて、皆さんの努力で随分減ったのではないかと思いますけれども、その 157 

辺のもしわかる数字があれば、ご説明いただければと思います。 158 

須藤係長     ただいまの東元委員の質疑にお答えをさせていただきますけれども、財政健全 159 

化計画に先立ちまして、平成27年度から超勤の縮減ということで先行実施をし 160 

てきております。そんな中で、毎週水曜日におきますノー残業デーの徹底等に 161 

よりまして、27年度につきましては26年度と比較して約13パーセント、4,700 162 

時間の減ということで大きな実績を得ているところであります。今後につきま 163 

してもさらなる超勤の縮減に向けて、ノー残業デーの徹底、土日に勤務した振 164 

りかえ休暇の取得の徹底等を進めていきたいと思っております。 165 

委 員 長     ほかに質疑ありますか。 166 

副委員長     同じく職員費で、一般職職員数の増減と臨時、嘱託、いわゆる非常勤の方々の 167 

増減を26年度と比べてお示しいただければと思います。 168 

小畑課長補佐   職員数の増減についてお答えいたします。平成26年度と比べてということであ 169 

りますけれども、27年度の当初予算においては、これは一般職員といいますか、 170 

いわゆる350人体制の捉えの数字でということでご了解いただきたいと思いま 171 

すけれども、26年度の当初予算におきましては344人の予算計上ということであ 172 

りまして、そこから27年度の当初予算においては338人で予算計上ということで、 173 

６名の減ということで進めていたところでございます。実際には、平成27年度 174 

の予算ではなくて当初の４月１日の人員配置では334人ということで、予算より 175 

４人少ない数字で実際のところ27年度が始まったところでございます。 176 
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         その後に、平成27年度も選挙の年でありましたことから、一般職から特別職へ 177 

の就任ですとか、一般職員の退職等が年度途中にございまして、最終的には平 178 

成27年度末の退職あるいは平成28年４月１日の新採用等増減いたしまして、平 179 

成28年４月１日は、参考までに323人で今スタートしているところでございます。 180 

         嘱託職員と臨時職員につきましては、全体的にはそんなに多く変わっておりま 181 

せんけれども、若干業務の都合により、正規職員の穴埋めといたしまして、嘱 182 

託職員あるいは臨時職員について数名配置をして業務に対応しているという実 183 

態もございます。数字は大きくは変わっておりません。 184 

委 員 長     ほかに質疑ありますか。 185 

井  上     219ページですが、公債費の関係で不用額が3,265万円あるのだけれども、けさ 186 

の道新を見ると、マイナス金利で札幌市は約４億円ぐらい得になったというよ 187 

うなことが報じられていたのですけれども、各市町村に関係するのだなと思っ 188 

てお伺いしようと思ったのですが、先ほどの説明では実質金利の低減という説 189 

明だったのだけれども、これを市に対する影響、あるいは今後どのような形で 190 

推移するのかも含めて考えているのか伺います。 191 

委 員 長     できる範囲で答弁願います。 192 

堀之内課長    けさの道新で、マイナス金利効果、札幌市４億円ということでした。これにつ 193 

きまして私どもとしましては、滝川市は市場公募債というものを導入しており 194 

ません。そのため、マイナス金利による国債利率の低下による影響が出るとい 195 

うことにはなっておりません。また、現在札幌市のように、他自治体の地方債 196 

とか、そういったものの購入も行っていないということになっております。 197 

         市場公募債につきましては、通常、地域経済振興のために金融機関よりも利率 198 

を高目に設定して行う起債であります。国債の利率変動に合わせて変動させて 199 

いる自治体は多いのですが、札幌市はこういったもので払う予定の額が少なく 200 

なったということで、利率が下がったものですから、高目の設定が低くなった、 201 

得をしたということで考えられております。大阪とか道債を購入したというこ 202 

とで札幌市はありますが、これも新聞報道ではありますけれども、この逆、こ 203 

の購入は、金利が今度低くなっていますので、利息が入らなくなるので、損を 204 

しているだろうと。その差し引きで４億円というのが、札幌市の状況でありま 205 

した。 206 

         また、滝川市では現在起債は固定金利方式というもので発行しております。で 207 

すから、変動金利を採用しておりませんので、そういった意味では、今後につ 208 

いても現在金融機関と契約している内容での償還ということになっていきます 209 

ので、その辺はご理解をいただきたいと思っております。 210 

         過去には、国の制度で５パーセント以上の高い金利のものについては保証金免 211 

除、繰上償還制度というものがありました。これは、保証金、いわゆるペナル 212 

ティー金を払わなくてもいいということで、国で高い金利のものを地方の金融 213 

機関の安いもので借りかえさせていただけるというような制度がありましたが、 214 

これについては現在そういった制度がございません。ですから、金利をもし見 215 

て借りかえするということであれば、国のほうの分のペナルティーを支払わな 216 

ければならないということで、そことの差はそのときの金利状況を見てみない 217 

とわからないものですから、今の段階で幾らメリットがあるということについ 218 

てはお答えできない、そういった状況になっております。 219 

井  上     そうすると、この3,200万何がしという数字は実質金利の低減ということで、実 220 
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質金利の低減というのはマイナス金利政策とかそういうものとは関係ないとい 221 

うことでいいのですか。 222 

万年係長     マイナス金利の影響ですけれども、マイナス金利の影響によりまして、当初私 223 

どもは２パーセントと想定しておりました。でも、現実1.数パーセントだった 224 

わけです。1.数パーセントですけれども、上がる要素も考慮して２パーセント 225 

として予算組みをさせていただいたのですけれども、マイナス金利の影響で0. 226 

数パーセント、ここまで下がったということでございます。単刀直入に言いま 227 

すと、影響があったということでございます。 228 

井  上     先ほどの答弁は、ないという答弁でなかったのか。 229 

万年係長     説明が足りなかったようです。先ほどの課長から説明したことは、市場公募債 230 

を取り入れているとしたら影響があったのでしょうけれども、滝川市は市場公 231 

募債を取り入れていないので、影響はなかったということでございます。私が 232 

説明したのは、今現在起債を借りるときには影響あったのかということであれ 233 

ば、マイナス金利の影響を受けて各金融機関が金利を下げているので、影響が 234 

あったということでございます。 235 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 236 

（なしの声あり） 237 

委 員 長 ないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 238 

（異議なしの声あり） 239 

委 員 長 そのように決定いたします。 240 

 以上で消防費、それから公債費、諸支出金、職員費、予備費、災害復旧費の質 241 

疑を終結いたします。 242 

     この辺で午前の部は終了させていただきまして、休憩したいと思います。再開 243 

は13時といたします。 244 

休  憩 １０：５８ 245 

再  開 １２：５９ 246 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 247 

         その前に、ここで午前中の井上委員からの公債費の質疑に対して、財政課長か 248 

ら答弁の訂正の申し出がありましたので、発言を許可します。 249 

堀之内課長    先ほど、218ページ、11款１項２目利子で井上委員から、けさの北海道新聞の記 250 

事にあるマイナス金利の影響はあるのかという質疑がございました。その中で、 251 

市場公募債については発行していないので、影響はありませんというお答えを 252 

させていただきましたが、利子についての不用額3,200万円余りにつきましては 253 

マイナス金利の影響があるという答弁をいたしましたが、年度間の借り入れの 254 

関係が少し混同してしまいましてそうした答弁をしてしまいましたが、実際に 255 

は日銀のマイナス金利の導入は、平成28年１月に日銀が導入を決めまして、28 256 

年２月から適用ということで、多分市場には実際には３月ごろから反映したも 257 

のと思われますが、その影響については平成28年度の地方債借り入れのときに 258 

出てくるであろうと思われます。したがいまして、平成27年度についてはマイ 259 

ナス金利の影響ではなくて、27年度当初予算算定時に２パーセントという利率 260 

を見ていましたが、結果的に市場の動向等によりまして金利が低下したという 261 

ことになりますので、マイナス金利の影響は28年度からということになります 262 

ので、おわびしまして訂正させていただきます。 263 

 民生費 264 
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委 員 長 それでは、民生費の説明を求めます。 265 

国嶋部長 （民生費について説明する。） 266 

委 員 長 説明が終わりました。 267 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 268 

舘  内     122、123ページの３款１項１目、備考欄の民生委員の活動に要した経費という 269 

ことで、民生委員の定数が満たされていない状況で、市職員の方で委員をされ 270 

ている方もいると思いますが、平成27年度で何名の職員が民生委員をされてい 271 

たのかお尋ねします。 272 

         もう一つ、128、129ページの３款１項４目、備考欄の敬老特別乗車証に要した 273 

経費ということで、この利用者数について伺います。 274 

杉山課長     民生委員、児童委員の質疑ですが、平成27年度、滝川市職員で民生委員、児童 275 

委員活動をされている方は２名でございます。 276 

鈴木係長     敬老特別乗車証に関するご質疑ですが、それを利用したバス利用者の平成27年 277 

度の乗車人数については、統計をとっておりませんので、把握しておりません。 278 

委 員 長     ほかに質疑ありますか。 279 

柴  田     124、125ページの障害者福祉費の扶助費の不用額の関係ですけれども、重度心 280 

身障害者医療もこの不用額で相当な割合を占めていたということで報告を受け 281 

ました。昨今、高齢化の問題が叫ばれておりまして、心身の重度の障がい者の 282 

保護者の高齢化という問題が指摘されているということで、先ほど重度心身障 283 

がい者の医療費の扶助の関係で説明があったのですが、かなり大きい数字で不 284 

用額が発生しているのです。保護者がそういう重度の障がい者にそういった医 285 

療を受けさせられないような状況が生まれていないのかどうなのか、把握され 286 

ているかどうかをお尋ねさせていただきます。 287 

橋本課長補佐   重度心身障害者医療費の関係で、医療を受けられないような状況ということで 288 

お話を聞いたことはございません。 289 

柴  田     それは、そういった調査をもとにしているものなのか、それとも相談を受けて 290 

いないということでご判断されているのか、その点だけ確認をさせていただき 291 

ます。 292 

橋本課長補佐   調査はしたことはございません。まず、障害手帳等の交付を受けますと医療費 293 

の助成の説明をいたしますので、必要がある方で受けられていないという方は 294 

いないという認識でおります。 295 

委 員 長     ほかに質疑ありますか。 296 

三  上     123ページの臨時福祉給付金に要した経費ですが、平成27年、何名いて、執行率 297 

が100パーセントになっていないと思うのですが、それはどのような理由だった 298 

のか伺いたいと思います。 299 

         もう一点は、135ページの保育所の関係ですが、広域入所の負担金で、赤平と砂 300 

川、岩見沢とありますけれども、これは主にどういった理由なのでしょうか。 301 

多分仕事の関係かなと予想はつきますけれども、お伺いします。 302 

薦田主査     三上委員からの質疑でございますが、執行率につきましては、申請件数ですけ 303 

れども、実は対象者の人数は9,968名おられます。このうち申請された方が8,541 304 

名ということで、申請率につきましては85.7パーセントということになってお 305 

ります。 306 

         100パーセントに至らない理由ということでございますけれども、これにつきま 307 

しては、勧奨通知とかそういう点についても実施はしているのですが、何分に 308 
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も申請されない方がおられるものですから、この点加味して、最終的には85.7 309 

パーセントの申請率ということになっております。 310 

小山係長     広域入所の関係ですが、砂川、赤平、岩見沢にそれぞれ職場がある関係上、そ 311 

ちらの保育所を利用したという経緯でございます。 312 

三  上     臨時福祉給付金のほうですけれども、8,541人が申請したということで、周知は 313 

徹底されていたと思うのですけれども、どのような理由で申請したにもかかわ 314 

らず給付が受けれなかったのか、理由は押さえているのか伺います。 315 

薦田主査     申請書を発送する段階から申請書をお受けする段階の間の区間で亡くなられる 316 

方等ございまして、こういう方につきましては支給はできないものですから、 317 

こういう方の部分が今回不支給になったということでご理解願います。 318 

国嶋部長     補正させていただきますが、今薦田主査から対象者というお話をしましたが、 319 

100パーセント申請に至らない理由にも密接に絡んでくると思いますけれども、 320 

あくまでも申請をいただいてから対象になるか審査をするという制度設計にな 321 

っておりますので、今薦田主査が言った数字についてはあくまでも推定になり 322 

ます。対象となると思われるだろうという方に対しての周知文書を送付してお 323 

ります。ですから、全体的に申請率、交付率が何パーセントという数値は、国 324 

のほうでも公表はしておりません。 325 

委 員 長     ほかに質疑ありますか。 326 

副委員長     123ページの民生委員、児童委員の件ですが、先ほど職員の方が２人、民生委員、 327 

児童委員をやられているということで、相当なり手がいないというご苦労は認 328 

識しています。むしろここで伺いたいのは、平成27年度中の欠員の状況がわか 329 

ればお願いします。 330 

池田係長     平成27年度中の欠員の状況としましては、民生委員11名、主任児童委員１名、 331 

計12名となっております。 332 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 333 

（なしの声あり） 334 

委 員 長 ないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 335 

（異議なしの声あり） 336 

委 員 長 そのように決定いたします。 337 

         以上で民生費の質疑を終結いたします。 338 

 ここで、所管入れかえのため若干休憩いたします。再開は13時25分といたしま 339 

す。 340 

休  憩 １３：１７ 341 

再  開 １３：２３ 342 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 343 

 衛生費 344 

委 員 長 衛生費の説明を求めます。 345 

国嶋部長 （保健福祉部所管の衛生費について説明する。） 346 

舘 部 長 （市民生活部所管の衛生費について説明する。） 347 

委 員 長 説明が終わりました。 348 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 349 

舘  内     146、147ページ、４款１項４目、備考欄の墓地の運営管理に要した経費という 350 

ことで、本市のホームページでは新たな利用や埋葬、墓地の引っ越し、解体な 351 

どに関しては許可や届け出が必要と書いてありますが、使用権者の転居、また 352 
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死亡などで届けられていない事例とか、また墓地の管理がされていない事例は 353 

あったのか、あった場合、何パーセントほどそういう事例があるか、またそれ 354 

に対してどのような対応をされているかお伺いします。 355 

大橋係長     ただいまの質疑でございますが、埋葬法施行前に建てられたと思われるお墓に 356 

つきましては、届け出がないお墓として、平成20年度の調べですけれども、区 357 

画全体の13パーセントありまして、こういった状況により墓地の使用者の全て 358 

を把握できていないことからパーセンテージではお答えできませんが、平成27 359 

年度における使用申請69件のうち既存墓地の使用申請、これまで申請のなかっ 360 

た墓地、こちらのほうは53件で、届け出により使用者の所在が判明しておりま 361 

す。このような届け出がなく使用者が不明なお墓は、年々減少傾向にあります。 362 

         また、平成27年度における墓地の管理につきましては、使用者に指導文書を出 363 

して適正な管理をお願いしたものが１件ありますが、管理についての問題の多 364 

くがお墓の草刈りであるため、このような問題に対応するため、希望者には有 365 

料で市が草刈りを実施する管理除草を行っており、27年度につきましては482 366 

区画を実施しております。墓地につきましては届け出が必要という認識が余り 367 

されていないというような傾向もありますので、お墓の相談等で来られた市民 368 

の方々に対しましては、現在お墓の届け出内容がどのようになっているか、ま 369 

た今後必要とされる手続等につきましてわかりやすくご説明、お伝えしている 370 

とともに、公式ホームページ、広報等を通じて継続的に周知を行っていきたい 371 

と思います。 372 

委 員 長     ほかに質疑ありますか。 373 

東  元     150、151ページのじん芥処理の関係ですが、事務概要調べの38ページとも関連 374 

するのですけれども、ここに生ごみ、燃やせるごみ等の分類がありますけれど 375 

も、私、リサイクリーンに時々自分の車で持ち込むことがあるのですが、その 376 

際、ボランティア袋を搬入の際は、ボランティア袋だけキロ数をもう一回カウ 377 

ントしてくれということで車を一回回されるのです。以前、窓口の人が、ボラ 378 

ンティア袋の統計をとっているので、もう一回回ってきてくださいと言われた 379 

のですが、この表の中にそれは入っていないので、実際どういう扱いをされて 380 

いるのか、わかる範囲で教えていただければと思います。 381 

大橋係長     ボランティア袋の量ということでございますけれども、家庭ごみの分類の中に 382 

含まれております。 383 

東  元     ということは、ボランティア袋だけはかっても、家庭ごみの中に入れてしまっ 384 

ているという認識でいいのですか。 385 

大橋係長     ボランティア袋につきましては料金がかからないということで、料金がかかる 386 

ものとかからないもの別々にはかるということでございますけれども、今、ボ 387 

ランティア袋が何キロかというような資料が手元にはございませんのでお答え 388 

できませんが、そのような形になっております。 389 

委 員 長     ほかに質疑ありますか。 390 

柴  田     150、151ページ、ごみの減量化の関係についてお尋ねします。先ほどの説明で 391 

不用額が55万数千円の手数料のところですけれども、平成27年度の段階で、従 392 

量制になって以降、ごみの減量化の進捗状況、27年度の時点まででいいのです 393 

が、その進捗状況というのはどの程度進んでいるのか伺います。 394 

大橋係長     ごみの減量化の進捗ぐあいはどうかというご質疑でございますが、従量化を始 395 

める前の市全体のごみ量ですけれども、２万7,433トンということでございまし 396 
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た。平成15年に従量化を始めたことによりまして１万7,384トンということで減 397 

少しておりまして、年々ごみ量は減ってきている状況でございますけれども、 398 

平成27年度におきましては１万6,183トンということで、順調に減少しているよ 399 

うな状況でございます。 400 

         ごみ減量化の中には資源ごみの回収等の活動も含まれておりますので、そうい 401 

ったことも徐々に広まっていっていると思いますので、減量化とリサイクル、 402 

どちらも従量化を始めた段階からは進んできているものと考えております。 403 

柴  田     当然人口の減少も続いているわけで、１万7,000トンになったのが今１万6,000 404 

トンになりましたということで減量化が進んでいると単純には言えないと思い 405 

ますが、そういった影響を差し引いてもごみの減量化は着々と進んでいってい 406 

るという認識をお持ちなのかどうかお尋ねしておきます。 407 

横山課長     先ほどは全体量ということで申しましたが、ごみの１人当たりの量ということ 408 

で申し上げますと、分別開始前の平成14年は1,024グラムでございました。それ 409 

が平成24年には631グラム、25年には636グラムということで、若干揺り戻した 410 

りしているのですが、26年度604グラム、27年度607グラムということで、人口 411 

で割り返した中でも、若干ですけれども、下がりぎみの傾向ということでござ 412 

います。 413 

委 員 長     ほかに質疑ありますか。 414 

三  上     149ページの使用済み食用油の燃料化推進事業ですが、この年度でいろいろ実験 415 

したりしたと思うのですが、燃料化実現に向けてのこの時点での考え方を伺い 416 

たいと思います。 417 

         もう一点は、151ページ、指定ごみの作成委託料とその配送、保管料、これにつ 418 

いては事業者がどこかというのは大体わかるのですけれども、どのような入札 419 

形態をとって、何社がこれにかかわっているのか伺いたいと思います。 420 

大橋係長     まず、１点目の使用済み食用油の事業化でございますけれども、委員会でもご 421 

説明しておりましたが、ことしの２月に中央児童センターの屋外貯蔵タンクへ 422 

の屋内へ配送する地上配管つなぎ目が破裂しまして食用油が流出し、その処理 423 

費用として作業費51万9,000円、油がしみ込んだ雪及び土の処分費として220万 424 

9,000円の工事費を見込んでおりまして、平成26年度と27年度を比較して決算額 425 

がふえたのはそのことでございます。 426 

         以上説明したとおり、この分の復旧費用というのはまだ見込んでおりません。 427 

その復旧費用を考えて、安全性ですとか費用対効果などを見きわめて平成28年 428 

度以降慎重に検討するということで、この結果についてこの時点でご説明する 429 

ことはできません。 430 

         続きまして、指定ごみの配送でございますが、こちらを委託しているのは、食 431 

創滝川支店のほうに委託しているものでございます。こちらにつきましては、 432 

ほかに代替できる業者がいないと判断しておりますので、入札ではなく、随意 433 

契約という形をとらせていただいております。 434 

         また、指定ごみ袋の作成につきましては、米倉エネルギーに作成委託しており 435 

ます。こちらにつきましても、ほかに作成できるところがないということで、 436 

随意契約とさせていただいております。 437 

三  上     指定ごみ袋の作成ですが、これはつくる数によって変わってくるのか、多くて 438 

も少なくても一定なのかということをまず伺いたいのと、今の説明だとここし 439 

かないからということだったのですけれども、そんなこともないのでないのか 440 
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なと思うのですが、配送についても１社でなくて、数社に分けて配送するとか、 441 

そういうことを考えたことがあったのかどうなのか伺いたいと思います。 442 

横山課長     まず、契約の形態、１つ目のほうについてお答えしたいと思いますけれども、 443 

それぞれの項目ごとに単価で契約をしておりますので、年度当初に単価で総体、 444 

この袋は幾らです、この袋は幾らですという形で決めます。それを、必要な量 445 

を年間何回かに分けて数を発注するような形にさせていただいております。 446 

石川部次長    配送の関係ですけれども、配送だけをやっているわけではなくて保管、配送と 447 

いうことですので、安全に保管をされると。袋をつくって、配送以外に保管を 448 

するということで１社しかないということでございます。 449 

委 員 長     ほかに質疑ありますか。 450 

副委員長     事務概要の45ページ、使用済み食用油の再利用の関係ですけれども、（４）に 451 

公共施設における使用済み食用油の燃料利用ということで、この数字が利用さ 452 

れている量だと思うのですけれども、これに単純に、本来例えばボイラーだと 453 

か公用車の給油だとか、化石燃料になるので、大体の金額を掛ければこの量に、 454 

要するに食用油の効果額というか、かかる費用は別にして、本来化石燃料を買 455 

うべきものは、これに掛ければそれに代用できるという単純計算でいいのです 456 

か。要するに、これにその分を掛ければ、例えば全部で事業費が300万円かかっ 457 

ても、本来買うべきものが100万円減っただけだったら200万円の赤字というこ 458 

とになりますよね。単純に。そういう考え方でいいのか伺います。 459 

大橋係長     食用油に関しましては、普通の重油とカロリーが同等ではございませんので、 460 

大体ここから８割とか９割減じたものに重油を掛けるということになります。 461 

ですから、単純にこのリットルを掛けて灯油の単価を掛けたからといって、そ 462 

の分効果があるというものではございません。 463 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 464 

（なしの声あり） 465 

委 員 長 ないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 466 

（異議なしの声あり） 467 

委 員 長 そのように決定いたします。 468 

 以上で衛生費の質疑を終結いたします。 469 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 470 

 あすは午前10時から会議を開きます。 471 

 本日はこれにて散会いたします。 472 

散  会 １３：４５ 473 

 474 


